
「あ　ん　し　ん」も　い　っ　し　ょ　に　積　み　立　て。

夢多きお手さまの辛苦資金に！！

ご豪族のライフプランに合わせて無理なく積立て

匹鈍チ信界金庫
〒288－8686千葉県銚子市双葉町5－5　′0479－25－2121〈営業推進部〉

http：／／wwv肌Choshi－Shinkin．co．jp



しんきん傷害保険付定期積金「あんしんプラン」は貯蓄に傷害保険がセットされた定期積金です。

付帯される保険は、信金中央金庫を保険契約者、しんきん傷害保険付定期積金「あんしんプラン」のご契約者を被保険者とする保険契約です。

もちろん保険料について、お客様の負担は一切ございません。

だから・・・

定期積金掛込表（ご参考）

月々の掛金 1年 目 2 年 目 3 年 目 4 年 目 ：…‡■■．＿一電 車 自≡＿・■＿…

1 0 ，0 0 0 1 2 0 ，0 0 0 2 4 0 ，0 0 0 3 6 0，0 0 0 4 8 0 ，0 0 0 6 0 0，0 0 0

2 0 ，0 0 0 2 4 0 ，0 0 0 4 8 0 ，0 0 0 7 2 0，0 0 0 9 6 0 ，0 0 0 1，2 0 0，0 0 0

3 0 ，0 0 0 3 6 0 ，0 0 0 7 2 0 ，0 0 0 1 ，0 8 0，0 0 0 1，4 4 0 ，0 0 0 1，8 0 0 ，0 0 0

5 0 ，0 0 0 6 0 0 ，0 0 0 1，2 0 0 ，0 0 0 1 ，8 0 0，0 0 0 2，4 0 0 ，0 0 0 3 ，0 0 0 ，0 0 0

■商品内容

積立期間5年
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しんきん傷害保険付定期積金「あんしんプラン」
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個人の方

ラ竺　　 約 軒 肖 定期積金契約　 5年（6 0回）

√」＿L≡；■■■■』－ L■ 法 10，00 0円以上10，00 P円単位。 毎月一定額を定めやれた日に払込みとします。

頂 『－ 芭≒－ L■ 法 満期 日以後に一括 して給付琴約金を支払います。

” 息 固定金利。契約時に証書に表示する約定年利回 りを満期日まで適用します。
給付補てん金は満期一日以後た一括して支払います。

給付補てん金融 紳 塵 位を1PO 円として契約期間定おける掛金琴義積数に年利回りを乗じて計算。

丁こ′」 ■ヽ
給付補てん金には2 0％、（国税15％、地方税5％）の税金がかかります。

6I加 で き る 響特 約 竜 普通預金等からの自動振替碇よる掛金の払込みも可能です。
節度 ・

中途 解 約 時春の 取 蜜叛帆 満期日前に解約する場合は、別途所定の利率により利息相当額を計算し、こ¢積金の掛金残高相当額とともに

支払います。

信金中央金庫

定期積金契約者本人

国内・国外を問わず急激かこ
に保険金をお支払いします。

よりケガをされ亡くなられた場合や入院、手術をされた場合

【傷害死亡保険金】
事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合に保険金をお支払いします。お支払いする保険金
の額は、定期積金契約日から最初の1年間については、被保険者カードに記載された掛金総額と同額となりま
す。2年目以降については、掛金総額から毎年、初回掛金の12倍（1年分）の金額分ずつ減額した金額となり
ます。（表1をご参照ください）

【傷害入院保険金】
事故の日からその日を含めて180日以内に入院された場合に、入院1日につき、被保険者カードに記載された
掛金総額の0．1％の金額を保険金としてお支払いします。

【傷害手術保険金】
入院保険金をお支払いする場合で、その治療のために事故の日からその日を含めて180日以内に所定の手術
を受けられた場合に、手術の種類に応じて入院保険金日額の10倍、20倍または40倍（1事故によるケガに対
して2以上の手術を受けた場合には、そのうち最も高い倍率）を乗じた額をお支払いします。
ただし、1事故によるケガについて、1回の手術に限ります。
ケガには、有毒ガスまたは有毒物質による
中毒は含みません。

ます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食

◎保険契約者や被保険者（保険の対象と なる方）の故意によるケガ
◎けんかや自殺・犯罪行為を行なうことによるケガ
◎無免許運転、酒酔運転、麻薬等を使用しての運転中に生じた事故による
◎脳疾患・疾病り払神喪失等によるケガ
◎地震、噴火またはこれらによる津波によるケガ
◎ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミングなどの危険な運動中のケガ
◎以下の職業に従事中に被っ カーレーサー、オートバイレーサー、猛獣取扱者（動物園の飼育係を含む）、

プロボクサー、これらと同等またはそれ以上の危険を有す など

※基準日：平成22年6月1日現在


